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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】保湿作用を有し優れたシワ改善効果を有するシワ改善用組成物の提供。
【解決手段】胎盤を25～600MPaの圧力で高圧処理し、胎盤の高圧処理物を得る工程と、該
胎盤の高圧処理物を固液分離して固形状画分を分離除去し、液状画分を得る工程とを含み
、酵素添加、熱、酸、またはアルカリによる胎盤の加水分解処理工程は含まない、高圧抽
出プラセンタエキスの製造方法。高圧処理が４５～６５℃で行われる、製造方法。更に、
前記液状画分に対し、濃縮、乾燥及び希釈から選ばれる少なくとも一種の処理を行う、製
造方法。
【効果】胎盤の高圧処理物の液状画分は、保湿作用を有し優れたシワ改善効果を有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胎盤を25～600MPaの圧力で高圧処理し、胎盤の高圧処理物を得る工程と、該胎盤の高圧
処理物を固液分離して固形状画分を分離除去し、液状画分を得る工程とを含み、酵素添加
、熱、酸、またはアルカリによる胎盤の加水分解処理工程は含まないことを特徴とする、
高圧抽出プラセンタエキスの製造方法。
【請求項２】
　前記高圧処理が、45～65℃の範囲内で行われる、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記液状画分に対し、濃縮、乾燥、および希釈から選ばれる少なくとも１種の処理をさ
らに行う、請求項１または２に記載の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はブタ等の胎盤に由来する成分（特に、胎盤の高圧処理物の液状画分）を有効成
分として含有するシワ改善用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シワは加齢によって増加する老化現象のひとつである。しかし、シワの発生の原因とし
ては老化によるもの以外にも皮膚水分量の低下や紫外線による皮膚組織の損傷など多くの
事象がある。これらの原因によるシワは、美容の上では大きな課題である。
【０００３】
　そのため、シワを改善させる組成物については多く検討されている。例えば、皮膚外用
剤と経口用組成物を同時に作用させることによりシワ改善用の美容セットを提供する方法
（特許文献1）やアスタキサンチンと真皮マトリックス成分安定作用を有する化合物また
は抽出物を含むことを特徴とするシワ改善組成物（特許文献2）など、複数の成分組成か
らなる抗シワ作用を有する組成物が報告されている。複数の成分を含有する組成物に、プ
ラセンタエキス（胎盤エキス）を配合する技術も多く報告されているが、プラセンタエキ
スは、美白作用、代謝活性化作用、細胞賦活作用、活性酸素除去作用、創傷修復作用など
を有する有効成分として配合されており、プラセンタエキスを、シワを改善するための有
効成分として用いられているわけではない。
【０００４】
　また、ブタ若しくはウマの胎盤を酵素などで加水分解して得られる水溶性成分とポリフ
ェノールを配合した組成物で、紫外線を照射したモデル動物のシワを軽減化する方法（特
許文献3）、ヒト胎盤エキスを紙状にすることを特徴とするシワ・シミ改善紙(特許文献4)
、細胞・組織・増殖因子にノイラミン酸類及び/又はプラセンタエキス成分を配合するこ
とを特徴とする美容組成物をシワやたるみの改善目的に使用する方法（特許文献5）など
が報告されているが、さらに効果が明確なシワの改善方法が望まれている。
【０００５】
　一方、食品組成物等を製造するための技術として原料を高圧処理する技術が知られてい
る。特許文献6には蛋白質分解酵素を含む食品素材に対して、40～60℃の温度域で50～100
 MPaの圧力を負荷して保持することにより微生物の増殖を抑制しながら酵素の作用を促進
することを含む、酵素分解法による調味料の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第4666537号公報
【特許文献２】特開2011-63563号公報
【特許文献３】特開2002-212046号公報
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【特許文献４】特開2004-182706号公報
【特許文献５】特開2009-234980号公報
【特許文献６】特許第3475328号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、保湿作用を有し優れたシワ改善効果を有するシワ改善用組成物を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意研究した結果、胎盤を高圧処理することに
より保湿成分であるヒアルロン酸を含有する液状画分（プラセンタエキス）が得られるこ
と、そして、該液状画分が保湿作用を有し優れたシワ改善効果を有することを見出し、本
発明を完成させるに至った。
【０００９】
　本発明は以下の発明を包含する。
【００１０】
(1) 胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物を含有する、シワ改善用組成物。
【００１１】
(2) 前記胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物に由来するヒアルロン酸を0.02
w/w%以上含有する、(1)に記載の組成物。
【００１２】
(3) 前記高圧処理の圧力が50～150MPaである、(1)または(2)に記載の組成物。
【００１３】
(4) 胎盤由来成分を含有する、シワ改善用組成物であって、
　前記成分が、固形分重量1に対して窒素重量が0.08以上である成分であり、かつ、前記
組成物の全量に対して、前記成分に由来するヒアルロン酸を0.02w/w%以上、前記成分の固
形分を0.5w/w%以上含有する、前記組成物。
【００１４】
(5) 前記胎盤由来成分が、胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物である、(4)
に記載の組成物。
【００１５】
(6) 前記高圧処理の圧力が50～150MPaである、(5)に記載の組成物。
【００１６】
(7) 皮膚にうるおいを与え、乾燥によるシワを目立たなくするためのシワ改善用組成物で
ある、(1)～(6)のいずれかの組成物。
【００１７】
(8) (1)～(6)のいずれかに記載の組成物を含む、化粧品または医薬品（医薬部外品を含む
）。
【００１８】
(9) シワ改善用組成物の製造のための、胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物
の使用。
【００１９】
(10) 胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物の、シワ改善のための使用。
【００２０】
(11) 胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物を美容のために皮膚に適用し、シ
ワを改善する方法。
【００２１】
　本願は、２０１１年５月１８日に出願された日本国特許出願２０１１－１１１２９９号
の優先権を主張するものであり、該特許出願の明細書に記載される内容を包含する。
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【発明の効果】
【００２２】
　本発明のシワ改善用組成物は、保湿作用により顔面のシワを目立たなくする効果があり
、美容上において有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は本発明のシワ改善用組成物（高圧抽出プラセンタエキス）を塗布した群(n
=21)及び無塗布群(n=21)の目尻部位の角質水分量の経時変化を示す。
【図２】図２は本発明のシワ改善用組成物（高圧抽出プラセンタエキス）を塗布した群(n
=21)及び無塗布群(n=21)の目視評価によるシワグレードの経時変化を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明において原料として利用できる胎盤としてはブタ、ウマ等の胎盤が挙げられ、好
適にはブタの胎盤である。ブタの品種は特に限定されない。胎盤は高圧処理等の処理の前
に適宜、洗浄及び粉砕される。
【００２５】
　高圧処理の圧力は特に限定されないが、典型的には50～150MPa、好ましくは50～100MPa
、より好ましくは100MPaである。高圧処理時の温度は特に限定されず胎盤の状態等により
適宜選択すればよいが、典型的には45～65℃の範囲である。高圧処理の時間は特に限定さ
れないが、典型的には1～24時間の範囲である。高圧処理を実施する装置は特に限定され
ず、例えば特許文献6に記載された装置等を用いることができる。
【００２６】
　胎盤の高圧処理物から、遠心分離、ろ過、圧搾等の通常の固液分離手段により固形状画
分を分離除去し、液状画分（エキス）を取得する。液状画分は必要に応じてステロイドホ
ルモン除去処理等の処理を施してもよい。液状画分はそれ自体がプラセンタエキスとして
利用可能であるため、本明細書では胎盤の高圧処理物から分離された液状画分を「プラセ
ンタエキス」、「エキス」又は「高圧抽出プラセンタエキス」と称する場合がある。原料
として用いられる胎盤の70～90%量を液状画分として回収することができる。
【００２７】
　本発明において「液状画分の処理物」とは、液状画分の減圧蒸留等により濃縮した濃縮
物、凍結乾燥法等により乾燥した乾燥物（粉末化された乾燥物も含む）や、液状画分、濃
縮物又は乾燥物を水等の溶媒で希釈した希釈物が挙げられる。液状画分を更に水や有機溶
媒等の溶媒により抽出処理して得られた抽出物も該画分の処理物に包含される。
【００２８】
　胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物は、精製水により抽出された抽出物よ
りも窒素含量、遊離アミノ酸含量が高く、ヒアルロン酸を含有する。このことは、高圧処
理により微生物の増殖が抑制されるとともに細胞が圧力により破砕され、通常は水に溶解
しにくい成分が可溶化されるためであると考えられる。上記手順による胎盤の高圧処理物
の液状画分又は該画分の処理物の製造方法は、ペプシン等のタンパク質分解酵素添加によ
る酵素分解や、熱、酸、アルカリ等による加水分解が含まれないため、有用な成分（例え
ば有用なポリペプチド（タンパク質よりも分子量の小さなアミノ酸が複数結合した成分）
）が分解又は変性される可能性が低いため好ましい。上記手順による胎盤の高圧処理物の
液状画分又は該画分の処理物の製造方法は、胎盤を凍結し、融解させる凍結融解法による
抽出法と異なり、抽出効率が高い点、臭気を低減できる点、及び、抽出物中に微生物など
が繁殖する可能性が低い点において有利である。
【００２９】
　本発明のシワ改善用組成物は、胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物を有効
成分として含有し、かつ、保湿作用及びシワ改善作用を奏する種々の形態で提供されるこ
とができる。胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物自体をシワ改善用組成物と
して用いることもできる。本発明のシワ改善用組成物は皮膚外用剤として用いることが好
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ましく、化粧品、医薬部外品、医薬品等の形態で提供することができる。
【００３０】
　皮膚外用剤は、化粧品、医薬部外品及び医薬品の製剤化のために通常使用される成分を
用いて製剤化することが可能である。本発明のシワ改善用組成物には、他の有効成分が更
に含まれてもよい。製剤化用成分及び他の有効成分としては、例えば、精製水、アルコー
ル類、油性物質、保湿剤、増粘剤、防腐剤、乳化剤、生薬成分、紫外線吸収剤、色素、美
白剤、香料、乳化安定剤、ｐＨ調製剤等が挙げられる。皮膚外用剤の剤型は限定されるも
のではなく、液状、クリーム状、軟膏状、ローション状、ゲル状、パック状、スティック
状など、どのような形態でもよいが、好ましくは液状である。また、皮膚外用剤の種類と
しては、例えば、化粧水、乳液、ジェル、美容液、一般クリーム、パック、マスク、洗顔
料、化粧石鹸、ファンデーション、ボディローション等が挙げられるが、これらに限定は
されない。また、上記の種々の形態の製品における本発明のシワ改善用組成物の配合量は
、シワ改善効果を発揮できる量であればよく、対象製品の一般的な使用量、製品の形態、
効能・効果、及びコストなどを考慮して適宜設定すればよい。
【００３１】
　また、本発明のシワ改善用組成物は、皮膚外用剤のみならず、経口製剤として用いても
よく、飲食品、好ましくは、シワ改善を目的とした美容ドリンク、美容用健康食品に配合
することもできる。
【００３２】
　本発明のシワ改善用組成物では、有効成分として用いられる胎盤の高圧処理物の液状画
分又は該画分の処理物が、固形分(蒸発残留物)重量1に対する窒素重量が0.08以上、好ま
しくは0.10～0.15の成分であることが好ましい。また本発明のシワ改善用組成物は、組成
物の全量に対して、前記有効成分に由来するヒアルロン酸を0.02w/w%以上、好ましくは0.
03～0.12w/w%、前記有効成分に由来する固形分を0.5w/w%以上、好ましくは0.55～1.0w/w%
、より好ましくは0.60～0.65w/w%含有することが好ましい。
【００３３】
　更に、胎盤の高圧処理物の液状画分又は該画分の処理物を有効成分として用いる実施形
態には限定されず、上記と同様の組成を有する、胎盤由来成分を有効成分として含有する
シワ改善用組成物もまた本発明の範囲に包含される。「胎盤由来成分」とは胎盤を処理し
て得られる組成物（胎盤処理物）を指し、複数種の物質を含み得る。すなわち本発明は、
固形分(蒸発残留物)重量1に対する窒素重量が0.08以上、好ましくは0.10～0.15である胎
盤由来成分を、組成物の全量に対して前記成分に由来するヒアルロン酸を0.02w/w%以上、
好ましくは0.03～0.12w/w%、前記成分に由来する固形分を0.5w/w%以上、好ましくは0.55
～1.0w/w%、より好ましくは0.60～0.65w/w%となるように含有するシワ改善用組成物を提
供する。
【００３４】
　本発明のシワ改善用組成物は、シワ改善作用のなかでも特に皮膚にうるおいを与え、乾
燥によるシワを目立たなくする作用を有する。
【００３５】
　以下、実施例に基づき本発明を説明するが、本発明の範囲は実施例には限定されない。
【実施例】
【００３６】
（実施例１）高圧抽出プラセンタエキスの製造および成分分析ならびに評価試験
実験1: 高圧抽出プラセンタエキスの製造法（本発明品）
　健常な妊娠3～4ヶ月の種豚から得られた胎盤2770ｇを解凍し、低温の精製水により血液
等を十分に洗浄除去する。洗浄された胎盤は、ワーリングブレンダーにより粉砕する。粉
砕された胎盤をポリエチレン製袋に入れ、高圧処理装置（東洋高圧社製）により100MPa、
16時間、50℃で処理する。
【００３７】
　高圧処理豚胎盤を、5000回転/分、30分、5℃で遠心分離処理し、固形分を分離し、上清
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ロイドホルモン除去処理を行い、高圧抽出プラセンタエキスとして1760ｇを回収した。
【００３８】
実験2: 水溶性プラセンタエキスの製造法（比較品）
　健常な妊娠3～4ヶ月の種豚から得られた胎盤100Kgを解凍し、低温の精製水により血液
等を十分に洗浄除去する。洗浄された胎盤は、ワーリングブレンダーにより粉砕する。粉
砕された胎盤に精製水10Kgを加え、低温下で攪拌抽出する。
【００３９】
　攪拌抽出処理された豚胎盤を、5000回転/分、30分、5℃で遠心分離処理し、固形分を分
離し、上清を回収した。この上清を精製精密ろ過フィルター等で臭気が低減するまで精製
し、その後にステロイドホルモン除去処理を行い、水溶性プラセンタエキスとしておよそ
80Kgを回収した。
【００４０】
評価試験1: 高圧抽出プラセンタエキスと水溶性プラセンタエキスの成分比較試験
　高圧抽出プラセンタエキスと水溶性プラセンタエキスの成分として、蒸発残留物（固形
分量）、総窒素量(日本薬局方一般試験法　窒素定量法)、ヒアルロン酸量（ELISA法、ヒ
アルロン酸測定キット・生化学バイオビジネス株式会社）の定量分析を行い、表１に示し
た。また、遊離アミノ酸の分析も行い、表２に示した。
【００４１】
　これらの分析の結果、高圧抽出プラセンタエキスは固形分中の窒素量比率が多く、また
遊離アミノ酸比率も高いことが判明した。また、胎盤由来のヒアルロン酸は、高圧抽出プ
ラセンタエキスに多く検出された。これらのことから、高圧抽出プラセンタエキスは、ア
ミノ酸を豊富に含有し、ヒアルロン酸も含有し、皮膚の保湿作用がより期待できるプラセ
ンタエキスであると考えられる。
【００４２】
【表１】

【００４３】
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【表２】

【００４４】
評価試験2: ヒトに対する保湿性及び抗シワ試験
　シワのグレード標準写真（シワグレード0～7の8段階）（日本香粧品学会の抗シワ製品
評価ガイドライン　日本香粧品学会誌　Vol.30, No.4,pp.316-332(2006)）により目視評
価を行い、シワグレードが2～3に該当する被験者21名の健常女性パネルを用いた。
【００４５】
　試験は、日本香粧品学会の抗シワ製品評価ガイドラインに準じて実施した。被験者の目
尻周辺に検体である本発明品の高圧抽出プラセンタエキスを、半顔に1日3回（1回、約220
ｍｇ）塗布し8週間継続した。もう半顔は検体を無塗布とした。0、4、8週目に目視評価、
目尻の部位の角質水分量の測定を実施した。
【００４６】
＜シワの評価＞
　試験開始日、試験開始4週間後及び8週間後（試験終了日）にシワの目視評価を実施した
。シワのグレード評価は、各グレードの間を0.5として判定した。
【００４７】
シワのグレード
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グレード１：不明瞭な浅いシワが僅かに認められる
グレード２：明瞭な浅いシワが僅かに認められる
グレード３：明瞭な浅いシワが認められる
グレード４：明瞭な浅いシワの中に、やや深いシワが僅かに認められる
グレード５：やや深いシワが認められる
グレード６：明瞭な深いシワが認められる
グレード７：著しく深いシワが認められる
＜保湿性の評価＞
　試験開始日、試験開始4週間後及び8週間後（試験終了日）に検体の塗布部位及び無塗布
部位の角質水分量を Corneometer CM825(Courage-Khazaka, Germany) により測定し、検
体の保湿性について検証した。結果は、塗布部位と無塗布部位の差で表した。数値が大き
いほど保湿性があることを意味している。
【００４８】
＜評価結果＞
　表３、図１及び図２に評価結果を記載した。図１及び図２のグラフにおいてエラーバー
は標準誤差を示す。試験開始4週間後に角質水分量は21名中18名で無塗布より多く、目尻
周辺のシワグレードは21名中12名で改善が認められた。この結果は、Wilcoxon検定ではｐ
＜0.01である。本発明品の高圧抽出プラセンタエキスは、保湿作用を有し、有意に抗シワ
改善作用を有することが判明した。通常、4週間では抗シワ効果は有意に認められないこ
とから、本発明品は非常に高い効果を有していると考えられる。さらに8週目では明確な
効果が確認できた。
【００４９】
【表３】

【００５０】
（実施例２）高圧抽出処理条件の検討
(1) 圧力条件の検討 
　実施例１と同様にして調製した胎盤を用い、抽出温度を50℃、抽出時間を16時間として
、25～600 MPaの範囲の各圧力で抽出を行った。得られた各抽出液（プラセンタエキス）
の蒸発残留物（以下「固形分濃度」という）の定量分析を行ない、結果を表４に示した。
また、各抽出液のヒアルロン酸量、総窒素量の定量分析も同時に行い、結果を表４に合わ
せて示した。結果は、抽出圧力100Mpa、抽出温度50℃、抽出時間16時間での抽出液の固形
分濃度、ヒアルロン酸量、総窒素量の値を１として相対値で示した。
【００５１】
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【表４】

【００５２】
　抽出液中の固形分濃度は100MPaで最も高く、50～300 MPaでは大きな差は認められなか
った。ヒアルロン酸、窒素はいずれの抽出液中にも含有されることが確認できた。
【００５３】
　また、得られた各抽出プラセンタエキスのpHを表５に示した。
【００５４】

【表５】

【００５５】
　抽出液のpHは、25～150 MPaでは大きな変化が認められないが、300 MPa以上では上昇し
ていた。
【００５６】
　以上の抽出液の各分析結果と高圧処理に用いる装置を総合的に考慮すると、プラセンタ
エキスの高圧処理の圧力条件は、50～150 MPaが適切である。
【００５７】
(2) 温度条件の検討 
　実施例１と同様にして調製した胎盤を用い、抽出圧力を100MPa、抽出時間を16時間とし
て、40～75℃の範囲の各温度で抽出を行った。得られた各抽出液の固形分濃度を表６に示
した。また、各抽出液のヒアルロン酸量、総窒素量を表６に合わせて示した。結果は、抽
出圧力100Mpa、抽出温度50℃、抽出時間16時間での抽出液の固形分濃度、ヒアルロン酸量
、総窒素量の値を１として相対値で示した。
【００５８】

【表６】

【００５９】
　ヒアルロン酸、窒素はいずれの抽出液中にも含有されることが確認できた。抽出液中の
固形分濃度は60℃で最も高く、プラセンタエキスの高圧処理の温度条件は、45℃～65℃の
範囲が適切と考えられた。
【００６０】
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(3) 時間条件の検討 
　実施例１と同様にして調製した胎盤を用い、抽出圧力を100MPa、抽出温度50℃として、
2～48時間の範囲の各時間で抽出を行った。得られた各抽出液の固形分濃度を表７に示し
た。また、各抽出液のヒアルロン酸量、総窒素量を表７に合わせて示した。結果は、抽出
圧力100Mpa、抽出温度50℃、抽出時間16時間での抽出液の固形分濃度、ヒアルロン酸量、
総窒素量の値を１として相対値で示した。
【００６１】
【表７】

【００６２】
　ヒアルロン酸、窒素はいずれの抽出液中にも含有されることが確認できた。高圧抽出に
おける処理時間は、長いほど抽出液中の固形分濃度が増加することが確認された。しかし
ながら、時間単位の抽出効率は処理時間が長くなると低下するため、作業効率と稼動時間
を考慮すると、24時間以内が好ましいと考えられる。
【００６３】
産業上の利用可能性
　本発明は、シワ改善を目的とした化粧品、医薬品、医薬部外品の製造分野において利用
できる。
【００６４】
　本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考として本明細書に
組み入れるものとする。 
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